
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

会
社
を
退
職
し
、
会
社
の
健
康

保
険
を
脱

退
し
た
と

き
、
ま
た

は
会
社
に

就
職
し
、

会
社
の
健

康
保
険
に

加
入
し
た

と
き
に
は
、
国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
喪
失
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

※
国
民
健
康
保
険
加
入
・
喪
失
・

変
更
す
る
の
に
必
要
な
書
類
等
は

左
上
表
を
参
照
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
の
係
編
成
が

変

更

に

な

り

ま

す

　

保
険
年
金
課
で
は
窓
口
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
等
を
進
め
る
た
め
、
４

月
１
日
付
で
、
国
民
年
金
係
・
国

民
健
康
保
険
係
の
２
係
を
国
保
年

金
資
格
係
・
国
民
健
康
保
険
係
の

２
係
に
再
編
成
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
国
民
年
金
と
国
民
健
康
保

険
の
一
般
的
な
加
入
・
喪
失
の
届

け
出
が
国
保
年
金
資
格
係
で
同
時

に
受
け
付
け
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
保
険
年
金
課
の
全

体
の
取
り
扱
い
業
務
に
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

《
各
種
問
い
合
わ
せ
先
》　

   
●
社
会
保
険
（
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
）
に
関
す
る
こ
と
＝
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１

５６

　

●
労
働
基
準
・
労
災
に
関
す
る

こ
と
＝
三
鷹
労
働
基
準
監
督
署
�

０
４
２
２
・　

・
１
１
６
１

４８

   
●
労
働
問
題
に
関
す
る
こ
と
＝

三
鷹
労
政
事
務
所
�
０
４
２
２
・

　

・
６
１
１
０

４７
　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
�　

・
７
７
３
２
ま
た

７０

は
国
民
健
康
保
険
係
�　

・
７
７

７０

３
３
へ
。
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�
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�
�
�
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◆
東
久
留
米
ペ
ン
習
字
会　

毎
月
第

１
・
第
３
①
月
曜
日
の
午
前
９
時
と　
１０

時
半
か
ら
が
市
民
生
活
館
、
②
水
曜
日

の
午
前
９
時
、　

時
半
、
午
後
１
時
か

１０

ら
が
中
央
公
民
館
で
。
入
会
金
３
０
０

円
、
会
費
月
２
４
８
０
円
。
つ
け
ペ
ン

と
ボ
ー
ル
ペ
ン
。詳
し
く
は
町
田
�　
・
７３

３
３
０
３
（
午
後
７
時
以
降
）
へ
。

　

◆
少
年
野
球
ド
リ
ー
ム
セ
ブ
ン　

毎

週
土
曜
・
日
曜
日
の
午
前
、
第
七
小
学

校
校
庭
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、
会

費
月
１
５
０
０
円
。
小
・
中
学
生
。
初

心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は
前
原
�　

・
６

７２

４
８
８
へ
。

　

◆
東
久
留
米
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
友
の

会　

毎
週
木
曜
日
午
後
７
時
〜
９
時
、

中
央
公
民
館
で
。会
費
年
３
０
０
０
円
。

初
心
者
歓
迎
。
見
学
自
由
。
詳
し
く
は

羽
入（
は
に
ゅ
う
�
）　
・
９
６
２
８
へ
。

７５

　

◆
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
テ
ニ
ス
サ
ー
ク
ル

　

毎
週
月
曜
・
金
曜
日
が
新
川
町
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
、
水
曜
日
が
小
山
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
で
。
い
ず
れ
も
４
月
〜
９
月
が

正
午
〜
午
後
６
時
、　

月
〜
翌
年
３
月

１０

が
午
後
１
時
〜
午
後
５
時
。
入
会
金
１

０
０
０
円
、
会
費
半
年
６
０
０
０
円
。

初
心
者
。
詳
し
く
は
斉
藤
�　

・
８
５

５７

５
５
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル

か
も
め
）　

毎
週
火
曜
日
の
午
前　

時
１０

〜
正
午
、
南
部
地
域
セ
ン
タ
ー
ほ
か
で
。

入
会
金
１
０
０
０
円
、
会
費
月
３
０
０

０
円
。
多
少
踊
れ
る
方
。
き
れ
い
に
美

し
く
を
モ
ッ
ト
ー
に
。
詳
し
く
は
田
中

�　

・
６
１
４
３
へ
。

６１

　

◆
親
子
で
楽
し
む
音
楽
あ
そ
び
（
リ

ト
ミ
ッ
ク
・
く
ら
ぶ
）　

毎
週
①
火
曜
日

が
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
②
木
曜
日
が
西

東
京
市
民
会
館
（
西
東
京
市
本
町
四
丁

目
）
③
金
曜
日
が
南
部
地
域
セ
ン
タ
ー

で
、
①
は
午
前　

時
か
ら
、
②
③
は
午

１０

前　

時
か
ら
と　

時
か
ら
。
入
会
金
３

１０

１１

０
０
０
円
、
会
費
月
４
３
０
０
円
（
保

険
代
等
含
む
）。
７
カ
月
児
〜
未
就
園
児
。

無
料
体
験
あ
り（
要
予
約
）。
詳
し
く
は

四
津
谷
（
よ
つ
や
）
�
０
８
０
・
６
５

５
６
・
３
４
７
８
へ
。

　

◆
く
る
め
水
墨
画
教
室　

毎
月
第

１
・
第
３
木
曜
日
の
午
前　

時
〜
正
午
、

１０

福
祉
会
館
で
。
会
費
月
１
５
０
０
円
。

初
心
者
歓
迎
。
講
師
は
日
本
水
墨
画
協

会
の
宮
澤
栄
之
氏
。
詳
し
く
は 

橋
�

　

・
６
７
８
８
へ
。

５８
　

◆
ハ
イ
キ
ン
グ
（
東
久
留
米
市
山
岳

連
盟
）　

例
会
が
毎
月
第
１
水
曜
日
の

午
後
７
時
〜
９
時
、
駅
前
公
会
堂
（
東

久
留
米
駅
北
口
稲
荷
神
社
境
内
）
で
。

山
行
は
毎
月
１
回
以
上
。
入
会
金
５
０

０
円
、
会
費
半
年
３
６
０
０
円
（
山
岳

保
険
年
約
５
０
０
０
円
別
途
）。　

歳
以

２０

上
。
初
心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は
木
下
�

　

・
４
９
１
７
へ
。

７２
　

◆
遊
学
書
道
会　

毎
週
水
曜
日
の
午

前
９
時
〜
正
午
、
中
央
公
民
館
で
。
会

費
月
３
０
０
０
円
（
小
学
生
２
０
０
０

円
）。
ペ
ン
習
字
・
毛
筆
。
詳
し
く
は
山

下
�　

・
６
８
８
４
へ
。

７６

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
く
る
め
ダ
ン
ス
同

好
会
）　

毎
週
月
曜
日
の
午
後
６
時
〜

９
時
、
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
。
入
会

金
１
０
０
０
円
、
会
費
月
２
０
０
０
円
。

初
心
者
基
礎
中
心
。
詳
し
く
は
藤
田
�

　

・
２
９
３
４
へ
。

７４
　

◆
渓
聲
（
け
い
せ
い
）
書
道
会　

毎

週
土
曜
日
の
午
後
１
時
〜
４
時
、
中
央

公
民
館
で
。
会
費
月
３
０
０
０
円
（
小

学
生
２
０
０
０
円
）。
ペ
ン
習
字
・
毛
筆
。

詳
し
く
は
佐 

（
さ
ざ
き
）
�　

・
１

７４

１
４
８
へ
。

　

◆
童
謡
詩
吟
詠（
詩
吟
研
究
会
菫〈
す

み
れ
〉会
）　

毎
月
第
１
〜
第
３
月
曜
日

の
午
後
７
時
〜
９
時
、
福
祉
会
館
で
。

入
会
金
１
０
０
０
円
、
会
費
月
１
０
０

０
円
（
小
・
中
学
生
無
料
）。
詳
し
く
は

あ
だ
ち
�　

・
１
２
３
７
（
午
前
８
時

７３

〜
午
後
６
時
）
へ
。

　

◆
ペ
ン
習
字（
渓
和
会
）　

毎
月
第
１

〜
３
水
曜
日
の
午
前　

時
〜
正
午
、
中

１０

央
公
民
館
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
２
０
０
０
円
。
詳
し
く
は
金
田

（
か
な
だ
）
�　

・
７
８
０
７
（
午
後
６

７５

時
〜
９
時
）
へ
。

　

◆
ス
ト
レ
ッ
チ
・
練
功
十
八
法
・
柔

力
球（
中
健
協
）　

毎
朝
９
時
〜
９
時　
４０

分
（
日
曜
日
を
除
く
）、
滝
山
公
園
（
滝

山
二
丁
目
）
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
年
２
０
０
０
円
。
初
心
者
歓
迎
。

詳
し
く
は
今
野
（
こ
ん
の
）
�　

・
２

７１

３
６
３
へ
。

　

◆
押
花
サ
ロ
ン（
す
み
れ
会
）　

月
一

回
、
主
に
第
３
水
曜
日
の
午
前
９
時
半

〜
正
午
、市
民
プ
ラ
ザ
会
議
室
で
。会
費

月
２
０
０
０
円
。押
花
額
や
小
物
作
り
。

資
格
取
得
も
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
石

川
�
０
９
０
・
６
９
５
７
・
９
３
９
８
へ
。

　

◆
東
久
留
米
川
柳
同
好
会　

毎
月
１

回
（
平
日
を
予
定
）、
中
央
図
書
館
で
。

会
費
月
１
０
０
０
円
。
詳
し
く
は
小
山

�　

・
３
１
９
１
へ
。

７３

　

◆
実
用
書
道
（
明
峰
書
院
）　

月
４
回
、

水
曜
日
の
午
前
９
時
〜
正
午
、
中
央
公

民
館
で
。
会
費
月
３
５
０
０
円
。
漢
字
・

か
な
・
ペ
ン
字
。
詳
し
く
は
小
澤
�　

・
７１

６
７
９
２
へ
。

　

◆
将
棋
研
究
会　

毎
週
日
曜
日
の
午

後
１
時
〜
４
時
半
、
成
美
教
育
文
化
会

館
ほ
か
で
。
会
費
２
カ
月
１
０
０
０
円
。

詳
し
く
は
増
田
�　

・
２
３
３
３
へ
。

７３

　

◆
合
気
道
を
体
験
す
る
会
（
合
気
道

七
曜
会
）　

４
月
５
日
（
水
）
が
午
前
９

時　

分
〜　

時
半
、　

日
（
日
）
が
午

１５

１０

３０

後
２
時　

分
〜
３
時
半
、
い
ず
れ
も
ス

１５

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
。
参
加
費
一
日
５

０
０
円
。
中
学
生
以
上
。
中
高
年
の
方

歓
迎
。
動
き
や
す
い
服
装
で
。
詳
し
く

は
阿
部
�
０
８
０
・
５
０
０
８
・
９
１

４
４
へ
。

　

◆
民
謡
連
盟　

周
年
記
念
春
の
大
会

３５

（
東
久
留
米
市
文
化
協
会
民
謡
連
盟
）　

４
月
９
日
（
日
）
午
前　

時
開
演
、
中

１０

央
公
民
館
ホ
ー
ル
で
。
入
場
無
料
。
下

里
ば
や
し
、
民
謡
民
踊
、
笑
福
面
、
九

小
子
ど
も
大
江
戸
ダ
ン
ス
等
の
特
別
出

演
あ
り
。
詳
し
く
は
同
事
務
局
・ 

橋

�　

・
０
１
２
８
へ
。

７１

　

◆
朗
読
の
会（
朗
読
ひ
ま
わ
り
）　

４

月　

日
（
日
）
午
後
２
時
か
ら
、
中
央

２３
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル
で
。
入
場
無
料
。

内
容
は
「
葉
っ
ぱ
の
フ
レ
デ
ィ
」、
小
林

繁
氏
に
よ
る
ひ
と
り
芝
居
ほ
か
。
詳
し

く
は
平
田
�　

・
４
８
５
４
へ
。

７２

　

◆
メ
イ
ク
＆
フ
ェ
イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
（
女
性
の
楽
し
い
生
き
方
を
考
え
る

会
）　

４
月　

日
（
土
）
午
後
１
時
半
か

１５

ら
、
成
美
教
育
文
化
会
館
で
。
参
加
費

１
０
０
０
円
。
先
着　

人
（
要
予
約
）。

３０

鏡
・
メ
イ
ク
用
品
持
参
。
詳
し
く
は
カ

ノ
マ
タ
�　

・
８
５
８
８
へ
。

７８

　

◆
伊
佐
九
三
四
郎
氏
の
講
演
会「
海

外
の
山
旅
か
ら
〜
見
聞
談
と
ス
ラ
イ
ド

映
写
」（
早
稲
田
大
学
東
久
留
米
稲
門

会
）　

４
月
９
日（
日
）午
後
２
時
〜
３

時
半
、成
美
教
育
文
化
会
館
で
。入
場
無

料
。詳
し
く
は
松
崎
�　
・
０
３
０
６
へ
。

７５

　

◆
太
極
拳
無
料
体
験
会
（
円
明
道
気

功
太
極
拳
倶
楽
部
）　

４
月
６
日（
木
）

午
前　

時
か
ら
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー

１０

ル
東
本
町
で
。参
加
費
無
料
。初
心
者
歓

迎
。詳
し
く
は
松
村
�　
・
０
７
６
１
へ
。

７８

　

◆
公
園
を
美
し
く
！　

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
（
落
合
川

水
生
公
園
の
会
）　

４
月　

日
（
日
）
午

１６

前
９
時
〜
正
午
、落
合
川
水
生
公
園（
中

央
町
一
丁
目
）
で
。
除
草
・
草
刈
り
ほ

か
。
手
袋
・
小
ス
コ
ッ
プ
持
参
。
詳
し

く
は
清
水
�　

・
８
２
６
２
へ
。

７５

　

◆
バ
ザ
ー（
な
か
ま
の
家
）　

４
月　
２９

日
（
祝
）
午
前　

時
〜
午
後
２
時
、
滝

１０

山
団
地
セ
ン
タ
ー
前
広
場
（
滝
山
四
丁

目
）で
。
雨
天
の
場
合
は
４
月　

日（
日
）。

３０

衣
類
・
雑
貨
等
の
バ
ザ
ー
用
品
（
大
型
・

中
型
の
家
具
・
電
気
製
品
を
除
く
）
募

集
中
。
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
取
り
に
伺

い
ま
す
。
詳
し
く
は
な
か
ま
の
家
・
田

中
�　

・
７
１
３
０
へ
。

７２

　

◆
講
演
「
福
澤
諭
吉
の
帝
室
論
」（
東

久
留
米
三
田
会
）　

４
月　

日
（
日
）
午

１６

後
３
時
〜
４
時
、
成
美
教
育
文
化
会
館

で
。
入
場
無
料
。
講
師
は
慶
應
義
塾
大

学
環
境
情
報
学
部
教
授
の
福
田
和
也
氏
。

詳
し
く
は
金
田
（
か
ね
だ
）
�
０
９
０
・

４
６
７
１
・
３
５
５
０
へ
。

　

◆
第　

回
春
の
美
術
展
（
東
久
留
米

２１

美
術
連
合
会
）　

４
月　

日
（
火
）
〜　

１１

１６

日
（
日
）
午
前　

時
〜
午
後
５
時
（　

１０

１６

日
は
午
後
４
時
ま
で
）、
中
央
公
民
館
で
。

入
場
無
料
。
詳
し
く
は
杉
本
�　

・
１

７２

０
１
５
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー（
サ
ン

デ
ー
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
）　

４
月　

日
３０

（
日
）午
後
１
時　

分
〜
４
時　

分
、市

１５

１５

民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
。参
加
費
７
０
０

円
。詳
し
く
は
川
崎
�　
・
４
５
７
９
へ
。

７５

　

◆
「
発
声
と
合
唱
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
（
少
年
少
女
合
唱
団
み
ず
う
み
）
全

３
回
。
４
月　

日
、
６
月　

日
、
８
月

１５

１７

　

日
、
い
ず
れ
も
土
曜
日
の
午
後
１
時

１９〜
３
時
、
成
美
教
育
文
化
会
館
で
。
参

加
費
小
学
生
〜　

歳
が
１
回
８
０
０
円
、

１９

　

歳
以
上
が
１
回
１
２
０
０
円
（
３
回

２０通
し
の
場
合
は
割
引
き
あ
り
）
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
券
は
同
館
受
け
付
け
で
。
講

師
は
東
京
芸
術
大
学
声
楽
科
卒
業
・
二

期
会
会
員
。
詳
し
く
は
佐
藤
�　

・
１

７７

４
８
０
へ
。

　

◆
環
境
・
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大

会
（
東
京
東
久
留
米
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
）　

５
月　

日
（
木
）、
清
澄
ゴ
ル
フ

１８

ク
ラ
ブ
（
東
松
山
市
神
戸
１
８
７
５
）

で
。参
加
費
約
２
万
５
０
０
円（
プ
レ
ー

費
、パ
ー
テ
ィ
ー
費
等
）。
申
し
込
み
は

４
月　

日
（
月
）
ま
で
。
詳
し
く
は
同

１７

ク
ラ
ブ
事
務
局
（
商
工
会
館
内
）
�　
・
７３

２
３
４
１
へ
。　

国
民
年
金
保
険
料 

納

付

案

内

書

を 

送

付

し

ま

す

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
方
に
、　

年
度
国
民
年
金
保

１８

険
料
納
付
案
内
書
と
し
て
、
次

の
書
類
を
４
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
（
口
座
振
替
を
ご
利
用
中

の
方
を
除
く
）。

　

①
納
付
案
内
書
＝　

年
度

１８

の
保
険
料
額
と
納
付
期
限
が

記
載

　

②
口
座
振
替
納
付
申
出
書

　

③
前
納
納
付
書
（
３
枚
）
＝

　

年
度
１
年
前
納
用
、
半
年
上

１８

　

毎
年
６
月
の
環
境
月
間
に
行
わ

れ
て
い
る
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

は
、
今
年
で
記
念
す
べ
き　

回
目

１０

の
開
催
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年　

月
か
ら
毎
月
、
実
行
委

１０

員
で
話
し
合
い
を
行
い
、
今
年
は

「
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
美
し
い
街

〜
も
っ
た
い
な
い　

捨
て
れ
ば
ご

み　

生
か
せ
ば
資
源
〜
」
を
テ
ー

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、

義
務
教
育
就
学
前
の
乳
幼
児
を
対

象
に
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
受
給
に

は
所
得
制
限
が
あ
り
、
毎
年
保
護

者
の
所
得
を
確
認
し
た
上
で
、
乳

幼
児
医
療
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
従
来
１
歳
未
満
の
乳

幼
児
に

つ
い
て

は
、
保

護
者
の

所
得
に

か
か
わ

ら
ず
医
療
証
を
交
付
し
て
き
ま
し

た
が
、
４
月
１
日
（
土
）
か
ら
そ

の
対
象
を
２
歳
未
満
児
ま
で
に
拡

大
し
ま
し
た
（
入
院
時
の
食
事
負

　

市
内
初
の
都
立
公
園
と
な
る
六

仙
公
園
が
、
４
月
１
日
（
土
）
か

担
金
の
助
成
対
象
は
従
来
通
り
１

歳
未
満
の
乳
幼
児
の
み
）。

　

今
回
の
年
齢
拡
大
に
伴
い
、
対

象
と
な
る
乳
幼
児
の
い
る
ご
家
庭

に
は
４
月
中
旬
ご
ろ
に
「
お
知
ら

せ
」「
申
請
書
」「
記
入
例
」
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
次
の
書
類
と

合
わ
せ
て
子
育
て
支
援
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
持
参
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

※
こ
れ
ら
の
書
類
が
４
月
中
旬

を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い
場
合
で
も
、

市
内
在
住
の
２
歳
未
満
児
の
保
護

者
で
乳
幼
児
医
療
証
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【 
申
請
時
に
必
要
な
書
類
】

　

①
「
お
知
ら
せ
」

　

②
「
申
請
書
」

　

③
「
健
康
保
険
証
」
の
コ
ピ
ー

（
申
請
者
〈
保
護
者
〉
と
対
象
乳
幼

児
の
も
の
）

　

④　

年
１
月
２
日
以
降
に
市
内

１７

に
転
入
さ
れ
た
方
は
前
住
所
地
の

区
市
町
村
長
の
証
明
す
る
「
平
成

さ
ぽ
設
置
の
会
）（
仮
称
）」
は
、

　

年　

月
よ
り
市
民
主
体
で
市
民

１５

１１

と
行
政
と
の
架
け

橋
＝
「
ま
ち
づ
く
り

サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
」
を
つ
く
ろ
う

と
検
討
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
の
た

び
、
４
月
か
ら
本
格

活
動
を
開
始
す
る

「
ま
ち
さ
ぽ
」設
立
に

向
け
た
最
後
の
全

体
会
と
、
そ
れ
に
続

い
て
「
東
久
留
米
ま

ち
づ
く
り
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）」
設
立
総
会

を
開
催
し
ま
す
。

第１０ 回東久留米市環境フェスティバル 

マ
に
６
月　

日
（
土
）・　

日
（
日
）

１０

１１

の
２
日
間
に
わ
た
り
開
催
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ご
一
緒
に
環
境
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
を
盛
り
上
げ
て
く
れ

る
参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
【
応
募
対
象
】
６
月　

日
（
土
）・

１０

　

日
（
日
）
の
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ

１１

バ
ル
に
両
日
参
加
が
可
能
で
、

テ
ー
マ
に
沿
っ
た
パ
ネ
ル
展
示
が

で
き
る
方

　
【
応
募
資
格
】
市
内
在
住
で
、
環

境
に
関
す
る
活
動
を
し
て
い
る
団

体
・
個
人

　
【
展
示
方
法
】１
団
体
の
ス
ペ
ー

ス
は
パ
ネ
ル
１
枚
分
（
１
２
０
�

㍍
×
１
８
０
�
㍍
）
に
な
り
ま
す

ら
一
部
開
園
し
ま
す
。

　

都
立
六
仙
公
園
は
中
央
町
三
丁

世
帯
主
の
所
得
に
よ
り
免
除
を

受
け
ら
れ
な
い
場
合
、　

歳
未

３０

満
で
あ
れ
ば
「
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
を
申

請
し
承
認
さ
れ
る
と
、
こ
の
期

間
は
老
齢
基
礎
年
金
や
、
万
が

一
猶
予
さ
れ
た
期
間
に
障
害
や

死
亡
し
た
場
合
な
ど
に
支
給
さ

れ
る
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
納
付
猶
予
期
間
は

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
の
計

算
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
保
険
料
を　

年
以
内
に
納

１０

付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
２
年
以
上
経
過
し
た
後

に
追
納
す
る
場
合
は
、
政
令
で

定
め
た
一
定
の
率
を
乗
じ
た
額

が
保
険
料
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保

年
金
資
格
係
�　

・
７
７
３
２

７０

へ
。

　

年
度
（
平
成　

年
分
）
所
得
証

１７

１６

明
書
」

　

⑤
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

　

な
お
、
今
回
は
猶
予
期
間
と
し

て
９
月　

日
（
金
）
ま
で
に
申
請

２９

す
れ
ば
医
療
証
の
資
格
を
４
月

１
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
交
付
し
ま

す
。

　
【
４
月
１
日
か
ら
医
療
証
が
手

元
に
届
く
ま
で
の
間
に
診
療
（
調

剤
）
を
受
け
た
場
合
】

　

次
の
書
類
を
同
課
へ
持
参
の
上
、

医
療
費
の
払
い
戻
し
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

①
医
療
費
（
調
剤
）
の
領
収
書

＝
受
診
者
氏
名
・
診
療
年
月
日
・

保
険
点
数
・
領
収
金
額
等
の
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の

　

②
健
康
保
険
証

　

③
乳
幼
児

医
療
証
（
今

回
交
付
さ
れ

た
も
の
）

　

④
保
護
者

の
銀
行
口
座

（
郵
便
局
以

外
）
の
分
か
る
も
の

　

⑤
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
�　

・
７０

７
７
３
６
へ
。

目
に
約　

�
の
面
積
を
持
つ
総
合

１５

公
園
と
し
て
、
７
年
に
都
市
計
画

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、

そ
の
内
の
約
４
５
０
０
平
方
㍍

（
０
･　

㌶
）
を
整
備
し
、
供
用
を

４５

開
始
す
る
も
の
で
す
。

　

園
内
に
は
花
壇
、
ベ
ン
チ
、
水

景
施
設
な
ど
が
配
置
さ
れ
、
維
持

管
理
は
都
か
ら
指
定
さ
れ
た
財
団

法
人
東
京
都
公
園
協
会
が
行
い
ま

す
が
、
花
壇
の
手
入
れ
は
、
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に
協
力
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

開
園
個
所
は
第
八
小
学
校
の
南

側
で
、
湧
（
ゆ
う
）
水
で
知
ら
れ

る
南
沢
緑
地
保
全
地
域
や
落
合
川

の
遊
歩
道
か
ら
も
程
近
い
場
所
で

す
。
こ
れ
か
ら
の
さ
わ
や
か
な
季

節
、
散
歩
の
途
中
に
ち
ょ
っ
と
立

ち
寄
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

詳
し
く
は
都
西
部
公
園
緑
地
事

務
所
�
０
４
２
２
・　

・
０
１
１

４７

４
ま
た
は
市
都
市
計
画
課
街
路
公

園
係
�　

・
７
７
６
２
へ
。

７０

　

会
場
は
全
体
会
、
設
立
総
会
共

に
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
、
入
場

無
料
で
す
。

●
ま
ち
さ
ぽ
全
体
会 

（
第　

回
）

２０

 　
【
日
時
】
４
月
８
日
（
土
）
午

後
１
時
半
か
ら

●
東
久
留
米
ま
ち
づ
く
り 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

（

仮

称

）

設

立

総

会

　
【
日
時
】
４
月
８
日
（
土
）
午
後

２
時
〜
３
時
半

　

※
手
話
通
訳
あ
り

　

※
保
育
あ
り
（
要
予
約
、
２
歳

〜
未
就
学
児
、
先
着
５
人
）

　

い
ず
れ
も
当
日
直
接
会
場
へ
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
�　

・
７０

７
７
３
８
へ
。

�生活文化課メールアドレス
seikatsubunka@city.higashikurume.lg.jp

期
・
下
期
用

　

④
各
月
分
納
付
書
（　

枚
）

１２

＝
４
月
〜　

年
３
月
分

１９

　

前
納
用
、
各
月
用
の
納
付
書

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
全
国
の
金
融
機
関
、
郵

便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、
社
会
保
険
事
務
所
で
納
付

で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所
�
０
４
２
２
・　

・
１

５６

４
１
１
へ
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

が
利
用
で
き
ま
す

　

学
生
で
は
な
い　

歳
未
満
の

３０

方
は
、
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
、
申
請
免
除
の
制
度
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
対
象
は
本
人
、

配
偶
者
世
帯
主
の
前
年
の
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
で
す
。

　
【
応
募
方
法
】４
月　

日（
火
）ま

２５

で
に（
必
着
）、「
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
参
加
希
望
」
と
明
記
し
、
団

体
（
個
人
）
名
・
代
表
者
の
氏
名
・

電
話
番
号
・
展
示
内
容
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３－

８
５
５
５
、
市

役
所
環
境
緑
政
課
あ
て
郵
送
を
。

電
子
メ
ー
ル
（
上
記
参
照
）
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス　

・
７
８
０
９
も
可

７０

　

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
。
結
果
は
５
月
上
旬
に
通
知
し

ま
す
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
設
置
に
向
け
て
の
会
（
ま
ち

☆参加団体募集☆

＆

４
月
１
日
（
土
）
か
ら

１０回目のフェスティバルを皆さんの手で盛り上げてみませんか

六仙公園案内図

乳

幼

児

医

療

費

助

成

制

度 

所
得
制
限
の
撤
廃
対
象
を
２
歳
未
満
に
拡
大

 
会
員
募
集 

 
催　
　

し 

　

そ
し
て
こ
の
た
び
、
同
審
議
会

よ
り
環
境
基
本
計
画
の
あ
り
方
が

ま
と
ま
り
、
市
長
に
答
申
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
環
境
基
本
計
画
の
あ
り
方

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
ほ
か
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）、
環
境
緑
政

課
（
市
役
所
５
階
）
窓
口
で
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

　

な
お
、
市
で

は
今
後
、
こ
の

答
申
内
容
を

基
に
環
境
基

本
計
画
を
策

定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
環
境
保
全
係
�

　

・
７
７
５
３
へ
。

７０

東
久
留
米
市
環
境
基
本
計
画
の
あ
り
方

（
答
申
）
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

　

市
で
は
、
環
境
の
保
全
・
回
復

お
よ
び
創
出
に
つ
い
て
基
本
理
念

を
定
め
、
市
民
・
事
業
者
・
市
の

責
務
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、　
１６

年
４
月
に
「
東
久
留
米
市
環
境
基

本
条
例
」
を
施
行
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
に
「
東
久
留

米
市
環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
す

る
こ
と
と
し
、
学
識
経
験
者
や
市

民
等　

人
で
構
成
さ
れ
る
環
境
審

１２

議
会
に
諮
問
し
て
い
ま
し
た
。

　市では、市内在住の高校生（高等専門学校を含む）で経済的に就学が困

難な方を対象に、学資金の一部を給付します。

　※同じような学資金をほかから受けている方、本人の属する世帯の１年
間の総収入が基準額を超えている方は除きます。

　【申込受付期間】４月１２日（水）～２６日（水）の午前８時半～午後５時
（土曜・日曜日、祝日は除く）

　【申し込み方法と提出書類】次の書類を学務課（市役所６階）へ持参して
ください

　①教育委員会所定の願書と学校長の推薦書

　②家族の所得を証明するもの（１７年分の源泉徴収票か所得税確定申告書

の写し、または１８年度市民税・都民税申告書の控えのいずれか１通）

　③借家等の方は家賃を証明するもの（契約書または領収書の写し１通）

　【給付額】私立１万円、公立５，０００円（いずれも月額）
　詳しくは同課学事係�７０・７７７９へ。

学資金の一部を給付します

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
等
に

よ
り
、
市
立
小
・
中
学
校
で
掛
か

る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ
て

い
る
ご
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
に
こ
の
制
度
を
受
け
ら

１８

れ
る
家
庭
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
で
す
。

 　

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は

廃
止
を
受
け
た
方

 　

②
市
民
税
･
都
民
税
、
固
定
資

産
税
、
国
民
年
金
の
掛
金
等
が
減

免
の
方

 　

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
る
方

 　

④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る

世
帯
（
準
要
保
護
）
で
生
計
を
同

一
と
す
る
家
族
全
員
の　

年
分
の

１７

総
収
入
が
認
定
基
準
以
下
の
方

　

認
定
基
準
等
の
詳
細
は
、
４
月

上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て
配

布
す
る
「
就
学
援
助
費
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

※　

日
（
水
）
は
午
後
７
時
半

１９

ま
で
。

　

詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
�

　

・
７
７
７
９
へ
。

７０

　
【
申
請
日
時
・
会
場
】
４
月　

日
１７

（
月
）
〜　

日
（
金
）
の
午
前
８
時

２１

半
〜
正
午
と
午
後
１
時
〜
５
時
、

市
役
所
６
階
６
０
２
会
議
室
で

就
学
援
助
事
業

�
教
育
費
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
�

会
社
の
健
康
保
険
に 

入

れ

ま

せ

ん

か

　

会
社
や
工
場
で
勤
務
さ
れ
て
い

る
方
や
そ
の
家
族
は
、
会
社
の
健

康
保
険
や
厚
生
年
金
等
へ
の
加
入

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
は
必

要
な
保
険
給
付
が
行
わ
れ
、
生
活

を
安
定
さ
せ
る
仕
組
み
が
取
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
は
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

勤
務
日
数
・
時
間
が
一
般
の
従
業

員
の
４
分
の
３
以
上
あ
る
場
合
は
、

健
康
保
険
や
厚
生
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

個
人
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、
従
業

員
が
５
人
以
上
い
る
場
合
は
同
様

で
す
。

　

職
場
の
担
当
者
や
管
轄
の
社
会

保
険
事
務
所
等
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　
【
用
語
解
説
】「
法
人
」
と
は
、

公
・
私
法
人
や
営
利
法
人
、
公
益

法
人
、
社
団
法
人
、
財
団
法
人
を

問
い
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
は
、
商

法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
会
社
で
、

社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
、
学

校
法
人
等
の
特
殊
法
人
や
公
法
人

で
あ
る
都
道
府
県
、
市
区
町
村
の

地
方
公
共
団
体
も
含
ま
れ
ま
す

会
社
を
退
職
ま
た
は 

会
社
に
就
職
し
た
ら 

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・ 

喪

失

の

手

続

き

を

　

市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
、
会
社

の
健
康
保
険
等
に
加
入
し
て
い
な

い
方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必
ず

国民健康保険（国保）の手続きと必要なもの

※世帯主の自筆署名の場合、印鑑（認印）は省略できます。

情　

報
保

国加入・喪失・変更するのに必要な書類等 手続きが必要なとき
他の市区町村の転出証明書・印鑑（認印）市に転入してきたとき

国
保
に
入
る
場
合

職場の健康保険をやめた証明書（資格喪失証明書等）・印 鑑
（認 印）・被保険者証（世帯主に変更があるとき）

会社の健康保険をやめたとき

被扶養者からはずれた証明書・印鑑（認印）・被保険者証
（世帯主に変更があるとき）

会社の健康保険の被扶養者からはずれ     

たとき

被保険者証・母子健康手帳・世帯主名義口座番号の分かるも
の・印 鑑（認印）

子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知・印鑑（認印）生活保護を廃止するようになったとき

被保険者証・印鑑（認印）市から転出するとき国
保
を
や
め
る
場
合

国保と会社の両方の被保険者証・印鑑（認印）
会社の健康保険に入ったとき、また、被

扶 養者になったとき

被保険者証・喪主であることが確認できるもの（会葬御礼の
はが き等）・喪主の口座番号が分かるもの・印鑑（認印）

死亡したとき

生活保護開始決定通知・印鑑（認印）生活保護を受けるようになったとき

被保険者証・年金証書・印鑑（認印）退職者医療制度の対象になったとき

そ
の
他
の
変
更

被保険者証・印鑑（認印）

退職者医療制度の対象でなくなったとき

市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

被保険者証・新住所の住民票・在学証明書・印鑑（認印）修学のため別に住所を定めるとき

窓口にて再交付の申請が必要・印鑑（認印）被保険者証を無くしたとき

詳しくは環境緑政課�７０・７７５３へ

�メールアドレス
kankyoryokusei@city.higashikurme.lg.jp

まちさぽ全体会

設立総会開催の
お知らせ

都
立
六
仙
公
園
が

一
部
開
園
し
ま
す

18.  4.  118.  4.  1


